
令和５年６月 13日 

 

令和５年度 羽曳野市社会福祉法人等指導監査 実施方針 

 

１ 目的 

（１）法人監査 

 法人監査は、社会福祉法第 56 条第１項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重

し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行う

ことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものとする。 

（２）施設監査 

 施設監査は、施設種別ごとに定められた個別法や指導監査実施要綱等に基づき指導監査を

実施して、適正な事業運営及び施設運営の確保を図るものとする。 

 

２ 一般監査の実施法人選定 

（１）法人監査 

前回実施の指導監査から今期までの間で、長期間指導監査未実施法人を優先して実施する。 

（２）施設監査 

 過去の指導監査結果等を踏まえ、老人福祉施設指導監査指針別紙「確認項目及び確認文書」等

について確認を要する施設から優先して実施する。 

 

３ 監査実施期間 

 おおむね令和５年８月中旬から令和６年３月中旬の間で実施する。 

 

４ 監査実施の流れ 

 監査実施の概ね１月前に対象法人にその旨通知し、事前に資料の提出を求める。 

 提出された資料を審査し、監査当日は審査において生じた疑問等についてのヒアリング・資料の原

本の確認・施設又は設備や利用者等のサービス利用状況の確認等を行う。 

 監査後概ね２週間を目途に監査結果及び指摘事項に係る指導を通知し、改善状況報告の提出を求め、

改善が認められた場合に監査の終了を通知する。 

  



５ 監査体制 

 監査の種類ごとに、下記の体制で実施する。 

 指導監査の充実を図るため、会計の専門家である公認会計士の資格を有する監査員を同行させる。 

（１）法人監査・・・おおむね２人 

（２）施設監査・・・おおむね４人 

（３）法人・施設同時監査・・おおむね５人 

６ 関係機関との連携による指導監査 

 大阪府と共管する法人又は施設については、平素から緊密な情報交換を図るなど、連携を強化

し、同時指導監査（並行監査）の実施に努めることとしていたが、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の観点から、原則として、同時指導監査を見送る。 

 

７ 指導監査の結果及び改善状況の報告 

（１）法人監査 

 「指導監査ガイドライン」に定められた「指摘基準」に応じ、社会福祉法人指導監査実施要綱

「５指導監査の結果及び改善状況の報告」に定める文書指摘等の指導を行う。 

（２）施設監査 

（ア）監査の結果、違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置をと

るべき旨を文書により指導する。 

（イ）改善措置の具体的な内容について、期限を付して報告をさせ、必要と認める場合には、改善

状況の確認のため、実地において調査を行う。 

（ウ）違反の程度が軽微である場合又は違反について文書による指導を行わずとも改善が見込まれ

る場合は、口頭により指導する。 

（エ）法令又は通知等の違反が認められない場合で、施設運営に資するものと考えられる事項につ

いての助言を行う。 

 

８ 特別監査 

 運営等に重大な問題を有する法人・施設を対象に随時実施する。 

 また、指導しているにもかかわらず、正当な理由もなく改善しない法人・施設に対して実施する。 

 


